
資料２ 

協議事項 

１．令和６年度余市町地域公共交通活性化協議会会計収支予算（案）について 

  本協議会の令和 6 年度収支予算（案）について資料 2-1 のとおりお諮りいたします。 

 

２．余市循環線運賃改定検討委員会の設置について 

①経過及び目的 

  資料 2-２のとおり、北海道中央バス㈱より安心・安全な輸送サービスの提供を目的として令和 6 年

１２月１日（予定日）に実施する一般乗合バス路線の運賃改定に伴い、協議運賃にて運行する「余市

循環線」についても同様の運賃改定について検討依頼があったところ。 

  本路線運賃は第１４回協議会（令和４年１月１４日開催）において決定した協議運賃であり、現行

運賃は他系統との統一性を考慮して設定している。当該経過に加え、安定的な運行維持を図るため、

本路線も運賃改定について検討をする必要がある。 

  なお、当該運賃の改定に際しては道路運送法第９条第４項に規定する構成員にて協議する必要があ

ることから、本協議会の分科会として余市循環線運賃改定検討委員会の設置を提案するもの。 

 

-参考- 

（一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金） 

第九条 ４ 一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に掲げる者を構成員とする協議会において、地域における需要に応じ

当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域（以下この項において「路線等」と

いう。）に係る運賃等について協議が調つたときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該協議が調つた事項を国

土交通大臣に届け出ることにより、当該運賃等を定めることができる。当該協議会において当該運賃等の変更について

協議が調つたときも、同様とする。 

一 当該路線等をその区域に含む市町村（特別区を含む。以下同じ。）又は都道府県 

二 当該運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者 

三 当該路線等を管轄する地方運輸局⾧ 

四 第一号に規定する市町村の⾧又は同号に規定する都道府県の知事が関係住民の意見を代表する者として指名する者 

 

②構成員 

  資料 2-３のとおり 

  ※構成員となる委員の内諾済み 

 

③協議運賃改定の進め方 

  資料 2-４のとおり 

 

 以上のとおり、余市循環線運賃改定検討委員会の設置についてお諮りいたします。 



 

 

令和６年度 余市町地域公共交通活性化協議会会計収支予算（案） 

 

 

収入                                       （単位：円） 

款 項 目 本年度予算額 前年度予算額 増減 備考 

1 負担金 1 負担金 1 負担金 0 0 0  

2 補助金 2 補助金 2 補助金 4,498,000 2,198,000 2,300,000 国補助金 

地域公共交通確保維持補助金 

（運行費） 

2,532,000 円 

地域公共交通確保維持補助金 

（減価償却） 

1,966,000 円 

3 繰越金 3 繰越金 3 繰越金 5 0 5  

4 諸収入 4 諸収入 4 諸収入 995 0 995 預金利息等 

合計   4,499,000 2,198,000 2,301,000  

 

 

支出                                       （単位：円） 

款 項 目 本年度予算額 前年度予算額 増減 備考 

1 運営費 1 会議費 1 会議費 0 0 0  

 2 事務費 1 事務費 1,000 1,000 0 振込手数料 

2 事業費 1 事業費 1 事業費 4,498,000 2,197,000 2,300,000 循環線確保維持補助金 

3 予備費 1 予備費 1 予備費 0 0 0  

   4,499,000 2,198,000 2,301,000  

 

収入予算額  4,499,000 円 

支出予算額  4,499,000 円 
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役職 団体 職名 氏名

委員長 余市町 総合政策部長 阿部　弘亨

北海道後志総合振興局地域創生部
地域政策課

新幹線推進室室長 新開　孝一

北海道中央バス株式会社
余市営業所

所長 佐藤　元

国土交通省北海道運輸局
札幌運輸支局

首席運輸企画専門官 經亀 真利

余市町老人クラブ連合会 副会長 伏見　誠

余市町区会連合会 会長 高橋　紀代美

余市町小中学校校長会 明村　秀之

北海道余市紅志高等学校 校長 生田　仁志

　

余市循環線運賃改定検討委員会　委員名簿（案）
（余市町地域公共交通活性化協議会分科会）



運賃改定の進め方 

時 期 予  定 

４月下旬 

 

 

 

５月上旬 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月中旬 

 

 

 

６月下旬 

第２３回余市町地域公共交通活性化協議会（書面開催） 

道路運送法（以下、「法」）第９条第４項の協議会として分科会「余市循環線運賃改定検討委員会」の設置について提案 

 

 

法第９条第５項の「公聴会等」として意見募集の実施 

※資料２－５意見募集（案）を循環線バス車内、エルラプラザ（中央バス窓口）に設置、 

広報よいち 6 月号、町 HP に掲載を予定 

 

（一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金） 

第９条第５項 

前項第一号（資料 1 参照）に掲げる者は、同項の協議をするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民、利用者その他利害関係者の意見

を反映させるために必要な措置を講じなければならない。 

 

余市循環線運賃改定検討委員会の開催         余市町地域公共交通活性化協議会の開催 

運賃改定について協議                運賃改定検討委員会の開催結果を報告 

 

 

各協議会で協議が整ったことを証する書面を運行事業者に発行 
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